
 

 

カジノ管理委員会第８５回会議の開催状況 

 

第１ 日時、場所及び出席者 

１ 日時 

令和５年９月８日 １０時００分～１０時３０分 

２ 場所 

カジノ管理委員会 １２階委員会室  

３ 出席者 

〇 北村委員長、氏兼委員、渡委員、北村委員、石川委員 

〇 坂口事務局長、嶋田次長、中山総務企画部長、原田監督調査部長、阿部企画課長（議

事担当課）、出口財務監督課長（議事担当課） 

 

第２ 要旨 

１ 議決案件 

 なし 

 

２ その他の案件 

（１）特定複合観光施設区域整備法第１３条に基づく実施協定の認可同意について 

総務企画部長より「特定複合観光施設区域整備法第１３条に基づく実施協定の認可

同意」について説明があった。 

 

（参考） 

・特定複合観光施設区域整備法（平成３０年法律第８０号）（抄） 

（実施協定） 

第１３条 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第９条第１１項の認定の後速やかに、次に掲

げる事項をその内容に含む協定（以下この章において「実施協定」という。）を締結しなければなら

ない。設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業

者たる会社の合併若しくは分割により第１１条第１項の規定による変更の認定を受けたときも、同様

とする。 

一 設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項（施設供用事業が行われる場合に

は、施設の管理その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担及

び相互の連携に関する事項を含む。） 

二 設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項 



 

三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光

を実現するための施策及び措置に関する事項 

四 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関

する事項 

五 実施協定に違反した場合における措置に関する事項 

六 実施協定の有効期間 

七 前各号に掲げるもののほか、認定区域整備計画の適正な実施のために必要な事項として国土交通

省令で定めるもの 

２ 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令

で定める書類を添付しなければならない。 

４ 国土交通大臣は、第２項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意

を得なければならない。 

５ 認定都道府県等は、実施協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、

当該実施協定の概要を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。 

 

以上 


